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石巻市高齢者福祉計画・第１０期介護保険事業計画策定支援業務仕様書 

 

１ 委託業務の名称 

石巻市高齢者福祉計画・第１０期介護保険事業計画策定支援業務 

 

２ 委託業務の目的 

  本業務は、令和９年度から令和１１年度までを計画期間とする「石巻市高齢者福祉計画・第１０期

介護保険事業計画」（以下「第１０期計画」という。）の策定に当たり、「石巻市高齢者福祉計画・第９

期介護保険事業計画」（以下「第９期計画」という。）の実績を踏まえつつ、高齢者の実態把握のため

のアンケート調査の実施及び分析を行い、市の実情や特性を生かした介護保険事業に係る効果的な事

業実施に向けた計画策定業務支援を行うことを目的とする。 

  また、第１０期計画では、共生社会の実現を推進するための認知症基本法（令和５年法律第６５号）

第１３条に基づく「認知症施策推進計画」を包含するものとする。 

 

３ 委託期間 

  契約締結の日から令和９年３月３１日まで 

 

４ 業務担当者 

  本業務の履行に当たっては、高齢者福祉計画・介護保険事業計画策定に関する国の法制度を熟知し、

調査・計画策定の実績を有する者を確保し、業務責任者・業務担当者名簿を提出すること。 

 

５ 提出書類 

  受託者は契約締結後速やかに次に掲げる書類を提出し、市の承認を受けなければならない。 

（１） 工程表及び業務実施計画書 

（２） 着手届 

（３） 業務責任者・業務担当者等通知書（経歴書添付） 

 

６ 委託業務の内容  

（１） アンケート調査の実施及び結果の集計・分析【令和７年度・令和８年度】 

現状の把握及び第１０期計画での重点施策検討の基礎資料とするため、以下のアンケートに

ついて、厚生労働省の示す調査票をベースとして、市独自の設問等を加え調査を実施する。 

また、回収した調査票の入力、集計及び分析を行い、報告書を作成する。 

 

① 介護予防・日常生活圏域ニーズ調査（令和７年度） 

 

 

 

 

 

 

 

調査対象 石巻市に住民登録がある６５歳以上で、要介護認定を受けていない者 

対象者数 ２，５００人程度 

調査方法 郵送による配布、郵送及びインターネットによる回答 

回 収 率 ６０％以上 
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② 施設入所者調査（令和７年度） 

 

 

 

 

 

 

 

③ 介護サービス提供事業者調査（令和８年度） 

 

 

 

 

 

 

【アンケート調査実施に係る作業分担】 

作業内容 発注者 受託者 

調査内容の確定 ○ ○ 

対象者の抽出 ○  

調査票の印刷、付番  ○ 

インターネット上に回答用フォームの作成  ○ 

料金受取人払い承認番号取得 ○  

発送用封筒・返信用封筒印刷  ○ 

宛名ラベル作成 ○  

宛名ラベル貼付、封入封緘  ○ 

調査票発送（郵送費用負担）  ○ 

回収済み調査票の入力・集計・分析・評価  ○ 

アンケート調査報告書の作成・印刷  ○ 

※ 調査用の封筒は角２、本市宛返信用封筒は長３とする。調査用封筒は調査名が判別でき

る工夫を行うこと。 

※ 「介護サービス提供事業者調査」の実施時期は発注者と協議の上、決定することとする。 

 

【アンケート調査結果の集計・検証・分析・報告書の作成】 

・ 上記①～③の調査結果と併せ、発注者が実施、集計した「在宅介護実態調査」の結果の検証及

び分析を行い、報告書を作成する。 

・ 高齢者の実態を可能な限り日常生活圏域ごとに把握し、定量的な分析結果を今後の作業に活用

するものとする。 

・ 集計分析に当たっては、市のデータを利用し、調査データとのマッチング、国の必須項目やオ

プション項目は、国が提供するデータを利用し、独自項目や自由意見については受託者と発注

者が協議しながら集計分析報告書を作成する。 

・ 単純集計、属性別クロス集計、その他分析上必要な設問間のクロス集計のほか、発注者の指示

調査対象 
介護老人福祉施設、介護老人保健施設、認知症グループホーム、特定施

設の入所者 

対象者数 ５００人程度 

調査方法 郵送による配布、郵送及びインターネットによる回答 

回 収 率 ６０％以上 

調査対象 石巻市内所在の介護サービス提供事業者 

対象者数 １００者程度 

調査方法 郵送による配布、郵送及びインターネットによる回答 

回 収 率 ８０％以上 
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する集計作業は全て行うこと。 

・ 自由意見の分析及び前回実施したアンケート結果との比較分析を行うこと。 

・ 報告書の作成に当たっては、グラフや図を用いて分かりやすい内容とすること。 

・ 調査結果から課題と地域特性等を分析すること。 

 

（２） 計画策定業務【令和８年度】 

① 介護保険制度や高齢者福祉等を巡る制度改革の動向把握と課題整理 

介護保険制度や高齢者の保健、福祉、医療等を巡る制度改革の動向について、国、県等

の関連資料等を収集し、第１０期計画等の検討に当たっての前提条件と基本的課題を整理

する。 

② 基礎データの収集及び課題の把握・整理・分析業務 

第９期計画における石巻市の介護保険事業や高齢者福祉事業等の取組状況、高齢者福祉

サービス等の利用状況の分析を行い、計画策定に関する基礎データの収集（地域ニーズの

発掘、地域資源の点検、現行体制の点検等）と、この基礎データから住民の意識・生活環

境等の実態やニーズの把握に努めるとともに、その結果を踏まえ、高齢者福祉の課題等に

ついて検討する。 

②  給付実績の集計・分析 

国民健康保険団体連合会から提供される「保険者向け給付実績情報」データに基づき、

介護保険サービスの給付状況について、地域包括ケア「見える化システム」を使用し、集

計及び分析を行う。 

・ 実利用人数・利用量・給付額の把握 

・ 給付適正化の検討・検証 

④ 計画目標量の設定 

上記の結果に基づき、国から提供されるワークシート（地域包括ケア「見える化システ

ム」）を使用し、第１０期計画におけるサービス給付の見込み等の推計を行う。 

また、推計に当たっては、本市の関連計画等との整合性を図るものとする。 

・ 人口及び被保険者の推計（第１号被保険者数、第２号被保険者数の推計） 

・ 要介護認定者数等の推計 

・ 老人福祉サービス量、介護サービス量、その他関連サービス量の算出、確保策の検

討及び介護保険料の算出に係る支援 

・ 県へのワークシートに基づく見込量の報告支援 

⑤ 認知症基本法に基づく認知症施策推進計画の策定支援 

発注者が認知症施策推進計画の検討を行うに当たって必要な支援を行うこと。 

・ 計画策定に必要な基礎情報の収集 

・ 認知症に係るデータの把握・分析 

⑥ 計画骨子案・計画素案の作成、計画素案の内容協議 

①～⑤を踏まえ、必要に応じて、新たな計画の基本理念や施策体系を見直しするとともに、

目標量達成のための重点的事業を検討し、計画骨子案、計画素案として取りまとめる。 
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⑦ パブリックコメントの実施支援 

計画素案に関して石巻市が実施する住民向けパブリックコメントについて、意見に対する

対応策の助言等の支援を行う。また、必要に応じて、住民からの意見を計画素案へ反映する。 

⑧ 計画案の最終調整 

計画素案について石巻市介護保険運営審議会の審議を経て、内容が確定した後、「石巻市高

齢者福祉計画・第１０期介護保険事業計画」として、成果品を納品するものとする。 

⑨ 石巻市介護保険運営審議会の開催支援 

   石巻市介護保険運営審議会（５回予定）の開催に当たり、下記の支援を行う。 

・ 石巻市介護保険運営審議会用資料作成 

・ 必要に応じて石巻市介護保険運営審議会等へ説明員としての出席 

・ 会議録の作成 

⑩ 法律改正及び例規改正等の情報提供支援 

   関係法令の動向や概要、条文等の情報提供、例規整備ＦＡＱ、他団体の事例提供など、本

市に必要となる情報提供を随時行うものとする。情報提供内容は「対象法令名、関係省庁、

可決成立年月日、法律概要・制度概要等」を分かりやすく取りまとめ、高齢者福祉・介護保

険に関する分野及び本市が把握しておくべき分野を網羅することとする。 

⑪ 現行計画の評価・課題分析 

現行計画における実行管理や点検評価などのＰＤＣＡを実行しながら、関連分野の施策執

行状況や介護事業者、各種団体等への意向調査を実施し、今後の課題を把握し、分析を行う。 

⑫ 介護・高齢者福祉・認知症施策に係る先進事例の提供 

計画策定に伴う各検討組織及び発注者において、施策を検討する際の資料とするため、全

国都市の特色ある施策の事例提供を行う。事例提供内容は類似団体等の比較検討を実施する

ため、当該団体の面積、人口などの基本情報はもとより、施策の事業期間、総事業費、担当

部局名をはじめ、目的、特色、関係条例名などの先進事例を提供すること。 

 

 

７ 成果品 

受託者は、次の掲げるものを印刷物（原稿）のほか、電子データを成果品として納品する。 

また、報告書は、グラフや図を多用するなど、分かりやすい内容に編集すること。 

【令和７年度分業務】 

（１） 「介護予防・日常生活圏域ニーズ調査」及び「施設入所者調査」に係る分析・調査票と調

査用品 一式 

（２） 「介護予防・日常生活圏域ニーズ調査」及び「施設入所者調査」のローデータ 一式 

（３） 「介護予防・日常生活圏域ニーズ調査」及び「施設入所者調査」の単純集計結果 一式 

（４） （１）～（３）の電子データ一式をＣＤ－ＲＯＭ等を磁気媒体に収めて提出すること。 
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【令和８年度分業務】 

（１） アンケート調査集計・分析結果報告書（印刷製本）・・・ ６０部 

※１ Ａ４判 墨１色ダイレクト印刷 

※２ 前記６（２）の①、②についても、報告書に反映させること。 

（２） 「介護予防・日常生活圏域ニーズ調査」及び「施設入所者調査」のクロス集計結果 一式 

（３） 「介護サービス提供事業者調査」の集計結果 一式 

（４） サービス見込み量推計結果報告（ワークシート） 

（５） 計画骨子案、計画書原案、計画概要版原案、計画案 

（６） 本計画における石巻市介護保険運営審議会議事録 

（７） 石巻市高齢者福祉計画・第１０期介護保険事業計画 

※ Microsoft Word を使用し、Ａ４判、コピー用紙で作成すること。 

（８） 石巻市高齢者福祉計画・第１０期介護保険事業計画書（印刷製本）…３００部 

※ Ａ４判 表紙レザック 中扉カラー紙 墨１色ダイレクト印刷 本文１６０ページ程度 

（９） 石巻市高齢者福祉計画・第１０期介護保険事業計画概要版（印刷製本）…２００部 

※ Ａ４判 表紙レザック 中扉カラー紙 墨１色ダイレクト印刷 本文３０ページ程度 

（10） 上記（１）～（９）の電子データ一式をＣＤ－ＲＯＭ等の磁気媒体に収めて提出すること。 

また、（２）～（７）についてはいずれも出力紙１部を提出すること。  

 

８ 損害賠償 

受託者は、本業務実施中に生じた諸事故に対して一切の責任を負い、発注者に事故発生原因、経

過、被害の内容を遅滞なく報告し、発注者の指示に従うものとする。 

 

９ 随時の報告及び協議 

本業務を適正かつ円滑に実施するため、委託業務の遂行に当たっては、データや資料の提供等、

発注者に随時報告し協議するものとする。 

 

10 成果の補修、修正  

業務完了後、受託者の過失又は疎漏に起因する不良箇所が発見された場合は、発注者の指示によ

り補足、修正を行うこととし、その費用は受託者の負担によるものとする。  

 

11 委託料の支払い 

委託契約期間が２か年度となるが、委託料については年度ごとに分けて支払う。 

また、受託者からの請求書をもって支払を行うこととし、支払時期については、各年度分業務完

了後とする。 

 

12 著作権の帰属 

本業務で作成されたデータ、報告書、計画書等の著作権については、発注者に帰属するものとす

る。 

 

13 個人情報の取り扱い 

本業務の遂行に当たっては、個人情報の取扱いについては十分留意すること。 
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なお、個人情報の適切な取扱いについて受託者が講ずべき措置は、別紙「個人情報の取扱いに関す

る特記事項」によるものとする。 

 

14  暴力団等の排除 

  (1)  受注者が、この契約の履行期間中に石巻市入札契約に係る暴力団等排除要綱（平成２０年石巻

市告示第２６８号。以下「排除要綱」という。）別表措置要件に該当するときは、契約を解除する

ことができるものとする。 

  (2)  受注者は、排除要綱の規定に基づく指名停止措置期間中の者並びに石巻警察署長又は河北警察

署長（以下「管轄警察署長」という。）から排除要綱別表措置要件に該当する旨の通報を受けた者

を石巻市が発注する建設工事等に係る下請負人（一次及び二次下請以降全ての下請負人及び資材、

原材料の購入契約その他契約の相手方を含む。以下同じ。）又は再受託者（再受託以降の全ての再

受託者を含む。以下同じ。）としてはならない。 

  (3)  受注者は、指名停止措置期間中の者及び管轄警察署長から排除要綱別表措置要件に該当する旨

の通報を受けた者を下請負人及び再受託者（以下「下請負人等」という。）としていた場合は、当

該下請負人等との契約の解除を求めることがある。 

  (4)  受注者は、この契約において、暴力団員及び暴力団関係業者（以下「暴力団員等」という。）に

よる不当要求又は妨害（以下「不当介入」という。）を受けた場合は、断固としてこれを拒否する

とともに、不当介入があった時点で速やかに管轄警察署長に通報及び捜査上必要な協力（以下「警

察への通報等」という。）を行うこと。 

  (5)  受注者は、(4)により警察への通報等を行った場合には、速やかにその内容を記載した文書（石

巻市が発注する建設工事等における不当介入マニュアル第２第２号に定める別紙様式（石巻市ホー

ムページに掲載））により建設工事等担当課長に報告すること。 

  (6)  受注者は、下請負人等に対しても、(4)及び(5)と同様の措置を指導すること。 

  (7)  受注者又は下請負人等が、暴力団員等による不当介入を受けたことにより工程等に遅れが生じ

る等の被害が生じた場合は、建設工事等担当課長と協議を行うこと。 

  (8)  市長は、受注者が(4)及び(5)の内容について怠ったことが確認されたときは、指名停止措置を

行うものとする。 

 

15 その他 

  本仕様書に定めのない事項については、必要に応じ協議の上、実施するものとする。 
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（別紙） 

 

個人情報の取扱いに関する特記事項 

 

（秘密の保持） 

第１条 受託者は、この契約による業務に関し知り得た個人情報の内容をみだりに他に漏らしてはなら

ない。この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。 

（個人情報の取扱い） 

第２条 受託者は、この契約による業務を処理するため個人情報を取扱う場合は、その取扱いにより個

人の権利利益を侵すことのないよう最大限努めなければならない。 

（再委託の禁止） 

第３条 受託者は、石巻市が承諾した場合を除き、個人情報の処理は自ら行い、第三者にその処理を委

託してはならない。 

（収集等） 

第４条 受託者は、この契約による業務を処理するため個人情報を収集する場合は、その目的を明確に

し、目的達成のために必要最小限のものとしなければならない。 

（目的外利用の禁止） 

第５条 受託者は、この契約による業務を処理するため収集、作成した個人情報及び石巻市から引き渡

された個人情報を本契約の目的以外に使用し、又は第三者に提供してはならない。 

（複写、複製の禁止） 

第６条 受託者は、この契約による業務を処理するため石巻市から引き渡された個人情報を石巻市の承

諾なくして複写又は複製してはならない。 

（個人情報の保管） 

第７条 受託者は、この契約による業務を処理するため石巻市から引き渡された個人情報を毀損及び滅

失することのないよう、当該個人情報の安全な管理に努めなければならない。 

（事故報告義務） 

第８条 受託者は、この契約による業務を処理するため収集、作成した個人情報及び石巻市から引き渡

された個人情報の内容を漏えい、毀損及び滅失した場合は、石巻市に速やかに報告し、その指示に従

わなければならない。 

（破棄等） 

第９条 受託者は、この契約による業務を処理するため収集、作成した個人情報を使用する必要がなく

なった場合は、速やかに、かつ、確実に破棄するものとする。 

（調査及び勧告） 

第１０条 石巻市は、受託者がこの契約による業務の執行に当たり取り扱っている個人情報の状況につ

いて、必要に応じた調査を行うことができるものとし、個人情報の取扱いが不適当と認められるとき

は、必要な勧告を行うことができる。 

 

 


